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▼
と
き　

６
月
１
日（
木
）

　

午
後
１
時
〜
４
時

▼
と
こ
ろ

　

福
祉
セ
ン
タ
ー
さ
ざ
れ
石

▼
相
談
内
容

・
児
童
、
生
徒
の
い
じ
め
、

体
罰
の
問
題
な
ど

・
家
庭
内
や
隣
近
所
の
こ

と
で
困
っ
た
こ
と
、
悩

み
ご
と
な
ど

・
名
誉
き
損
、
セ
ク
ハ
ラ
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害

な
ど

※
個
人
の
秘
密
は
固
く
守
り

ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問　

町
民
課

　

☎
内
線
２
３
７

人権擁護委員が
左記の相談に応じます。左記の相談に応じますす

人権擁護委員が

特設人権相談を
行います

　

役
場
周
辺
の
小
淘
綾
海
岸
松
林
地

区
に
お
い
て
、
建
築
物
の
建
築
や
樹

木
の
伐
採
な
ど
に
つ
い
て
規
制
す
る

風
致
地
区
、
特
別
緑
地
保
全
地
区
及

び
用
途
制
限
を
一
部
緩
和
す
る
特
別

用
途
地
区（
以
下
「
風
致
地
区
等
」と

い
う
。）の
決
定
に
あ
た
り
、
区
域
等

を
定
め
る
都
市
計
画
原
案
及
び
必
要

な
規
制
等
を
定
め
る
条
例（
素
案
）を

作
成
し
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
、

町
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
す
る

と
と
も
に
、
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

「
都
市
計
画
原
案
に
つ
い
て
」

▼
概
要　

ま
ち
づ
く
り
条
例
に
基
づ

き
、
風
致
地
区
等
の
都
市
計
画
原

案
の
縦
覧
を
行
い
、
意
見
書
の
提

出
を
受
付
す
る
も
の
で
す
。

▼
縦
覧
期
間　

５
月
１
日（
木
）〜
５

月
28
日（
水
）（
通
常
勤
務
時
間
）

▼
縦
覧
場
所　

町
民
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
本
庁
舎
及
び
国
府
支
所
）、
本
庁

舎
２
階
都
市
計
画
課
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

▼
意
見
書
の
提
出
方
法　

定
め
ら
れ

た
様
式
に
よ
り
、
都
市
計
画
課
へ

持
参
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー

　

ル（toshi-kei@
tow
n.oiso.kana

　

gaw
a.jp

）で
提
出
。
電
話
・
口
頭

で
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

「
条
例（
素
案
）に
つ
い
て
」

▼
概
要　

自
治
基
本
条
例
に
基
づ
き
、

大
磯
町
風
致
地
区
条
例（
素
案
）及

び
大
磯
町
特
別
用
途
地
区
建
築
条

例（
素
案
）パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

を
行
い
、
意
見
を
い
た
だ
く
も
の

で
す
。

▼
意
見
募
集
期
間　

５
月
１
日（
木
）

〜
５
月
30
日（
金
）（
通
常
勤
務
時
間
）

▼
閲
覧
場
所　

町
民
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
本
庁
舎
及
び
国
府
支
所
）、
本
庁

舎
２
階
都
市
計
画
課
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

▼
意
見
の
提
出
方
法

　

任
意
様
式
で
す
が
、
住
所
、
氏
名
、

連
絡
先
、
意
見
の
あ
る
条
例
名
を
明

記
の
上
、
上
記
と
同
様
の
方
法
で
提

出
。
電
話
・
口
頭
で
の
受
付
は
行
い

ま
せ
ん
。

「
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て
」　

　

都
市
計
画
原
案
及
び
条
例（
素
案
）

に
つ
い
て
、
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
と
き　

５
月
18
日（
日
）15
時
〜

▼
と
こ
ろ　

本
庁
舎
４
階
第
１
会
議
室

問　

都
市
計
画
課　

☎
内
線
２
４
３

　

町
で
は
、
団
塊
の
世
代
が
75
歳
以

上
の
高
齢
者
と
な
る
高
齢
社
会
を
見

据
え
た
仕
組
み
づ
く
り
を
目
指
し
、
超

高
齢
社
会
を
乗
り
切
る
た
め
に
平
成

27
年
４
月
か
ら
の
「
第
６
期
大
磯
町

高
齢
者
福
祉
計
画（
介
護
保
険
事
業
計

画
）」を
策
定
し
ま
す
。

　

現
在
の
計
画
を
見
直
し
、
平
成
27
年

度
か
ら
29
年
度
に
推
進
す
べ
き
各
種
施

策
を
盛
り
込
ん
だ
次
期
計
画
を
策
定
す

る
た
め
、
策
定
委
員
を
設
置
し
ま
す
。

　

ま
た
、
次
期
計
画
に
町
民
の
意
見

を
反
映
す
る
た
め
、
委
員
と
し
て
策

定
委
員
会
に
参
加
い
た
だ
け
る
方
を

募
集
し
ま
す
。

▼
応
募
資
格　
町
内
に
住
所
を
有
す
る

20
歳
以
上
の
方（
平
成
26
年
３
月
31
日
現
在
）

▼
募
集
人
員　

２
名

▼
任
期　

平
成
29
年
３
月
末
ま
で

　

町
で
は
、「
障
が
い
者
福
祉
計
画
」

の
見
直
し
と
そ
の
実
施
計
画
と
な
る

「
第
４
期
障
害
福
祉
計
画
」の
策
定
に

あ
た
り
策
定
委
員
会
を
設
置
し
ま
す
。

　

町
民
の
代
表
と
し
て
こ
の
委
員
会

に
参
加
し
、
計
画
づ
く
り
を
し
て
い

た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

▼
応
募
資
格　

町
内
に
住
所
を
有
す

る
20
歳
以
上
の
方（
平
成
26
年
３
月

31
日
現
在
）

▼
募
集
人
員　

２
名

▼
任
期　
平
成
27
年
３
月
末
ま
で

▼
会
議
開
催　

平
日
に
年
４
回
程
度

▼
報
酬　

１
回
６
，５
０
０
円

▼
応
募
方
法　
所
定
の
応
募
用
紙
に
必

要
事
項
及
び
、
現
在
の
障
害
者
支
援
に
対

▼
会
議
開
催　

平
日
に
年
４
回
程
度

▼
報
酬　

１
回
６
，５
０
０
円

▼
応
募
方
法　

所
定
の
応
募
用
紙
に
小

論
文
「
大
磯
町
に
お
け
る
高
齢
者
の
社

会
参
加
と
介
護
予
防
に
つ
い
て
」を
１
，

２
０
０
字
以
内
に
記
入
し
、
持
参
、
郵

送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た
はe-m

ail

で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
、
役
場
福
祉
課（
保
健

セ
ン
タ
ー
）及
び
国
府
支
所
に
お
い
て

あ
る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
応
募
先（
郵
送
）　

〒
２
５
５
│

８
５

５
５　

福
祉
課　

高
齢
福
祉
係

 oubo-kourei@
tow
n.oiso.kana

gaw
a.jp　

FAX（
61
）６
０
０
２

▼
応
募
締
切　

５
月
19
日（
月
）

▼
結
果
通
知　

６
月
上
旬
ま
で

問  
福
祉
課 

☎
３
０
２
・
３
１
５

す
る
ご
意
見
、
今
後
の
課
題
等
を
８
０
０
字

以
内
で
記
入
し
、
持
参
、
郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス

又
はe-m

ail

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
、
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

役
場
福
祉
課（
保
健
セ
ン
タ
ー
）及
び
国

府
支
所
に
お
い
て
あ
る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
応
募
先（
郵
送
）　

〒
２
５
９
│

０
１

１
１　

大
磯
町
国
府
本
郷
１
１
９
６　

障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

 oubos-fukushi@
tow
n.oiso.kana

gaw
a.jp　

FAX（
73
）１
２
８
５

▼
応
募
締
切　

５
月
23
日（
金
）

▼
結
果
通
知　

６
月
上
旬
ま
で

問　

障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

☎（
73
）４
５
３
０

高齢者福祉計画策定等委員を募集 障がい福祉計画策定委員を募集


